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No.1 第１次緊急提言行動計画書
（赤穂市立赤穂中）学校

校長のリーダーシップ発揮に関すること

(1) 校長のリーダーシップの発揮

項 目 取 組 ４月～７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

･職員会議等での ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

共通理解 ･赤穂市の事件の根元

･生徒の思い、保護者の 生徒達の状況の共通理解と対応

思い、教師の認識 ･第１次緊急 ･行動計画の ･第三者委員 ･卒業に向

・「安心・安全宣 ･今後の学校の対応 ･欠席者把握 提言の提示 共通理解 の指摘とそ 安心･安全 けて

① 学校としての統一 言」の作成 ･生徒対応／保護者対応 システムの の対応 宣言｣

した対応 開発と運用

② 校長としての意思 ○校長として明確に意思表示する。［通年］

表明 ①赤穂市の事件の根元となる学校の現状を共通認識する。

②生徒の思い・保護者の思いを大切にし、従来通り安心して学び・活動できる学校環境を維持するために一致協力する。

③第１次提言の内容に学校として正面から向き合い、現状に即した改善に努める。

･生徒指導委員会

職員会議での生 ○校長として明確に意思表示する。［通年］

徒状況認識と共 ①週１回の生徒指導委員会が単に情報交換に終わることなく、学校として統一した生徒指導方針によって、生徒の内面を変化させ

通実践 る指導となるよう確認・検討する。

②指導内容に差異がある場合は、緊急の生徒指導委員会・企画委員会をもち職員会議を招集し共通理解のもと指導をすすめる。

･ＰＴＡ等への学 本部役員会・常任理事会・入学説明会(２月)

校の実践報告と ◎ ◎ ◎ ◎いじめﾘ-ﾌﾚｯﾄの提示(市教委配布後)

啓発・協力依頼 《赤穂市の事件報告と､今後の学校の対応等》 ･事件と受検(験)11/20(3年進路説明会) ◎「安心･安全宣言」配付

保護者会7/20 と協力依頼

PTA本部役員会8/7 PTA常任理事会8/21

学校評議員会8/24 各月PTA本部役員会・常任理事会 ◎

いじめ･暴力追放」憲章の提示と協力依頼

「安心･安全宣言」「いじめ・暴力追放」憲章を保護者等に発信し、協力を依頼する。
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No.２ 第１次緊急提言行動計画書
(赤穂市立赤穂中）学校

(2) 安心・安全宣言

項 目 取 組 ４月～7月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

① 児童生徒への宣 ･宣言とアピ－ル ◆生徒・保護者 ◆生徒(集会) ◆生徒(集会)) ◆生徒(集会)◆生徒(集会)

言と緊急アピー (「いじめ」の不合

ル 理と犯罪性、いじ 意見聴取とまとめ 条件の設定

めへの対応) 学校の振り返り

② 学習できる「条 アンケ－ト分析 ◆「安心･安全」宣言」

件」設定 ･保護者(代表)視点 (小中のすりあわせ)

の把握 《学校＋生徒視点＋保護者の思い→｢安心・安全」宣言》

･生徒視点の把握

･いじめ対策リ－フレット学習(市教委からの配付により実施)

保護者等への協 ・いじめ対策ﾏﾆｭｱﾙ ◎ﾏﾆｭｱﾙ検討 ◎いじめ対策ﾘ-ﾌﾚｯﾄの配付と協力依頼

③ 同体制土台づく 改訂への協力 ◎「安心・安全宣言」の提示

り と協力依頼
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No.３ 第１次緊急提言行動計画書
(赤穂市立赤穂中)学校

(3) 教師力の向上をめざして

項 目 取 組 ４月～７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

･管理職の指導･助言

① 教師力を高める ･校内授業研究 ◎若い教師応援チ－ム ◎道徳(３年) ◎道徳(２年) ◎道徳(１年)◎数学

実践研修
･小中連携 ◎数学 ◎英語･国語

･授業研究会等への

積極的な参加

･その他研修 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾏｲﾝﾄﾞ ｲﾝﾀ-ﾈｯﾄ･情報ﾓﾗﾙ 学校ｻﾎﾟ-ﾄﾁ-ﾑとの懇談 生徒理解研修 ｲﾝﾀ-ﾈｯﾄ･情報ﾓﾗﾙ

･相互授業参観

・管理職が授業、生徒指導、学級経営、家庭との連携、家庭訪問等に関して適宜指導し、研修の機会を与える。

・教師相互の授業参観を通して、教科の枠を越えて、互いの授業力向上を図る。

・教科の枠を越え、ベテラン教師が若手教師の授業を参観し指導・助言を与えるなどの支援をする。

・学年主任が学活や朝の会等において、若手教師の学級経営の資質向上に係るアドバイスを継続して行う。

・市教委の「教師力向上のための研修プログラム」で、課題意識をもって主体的な研修を図る。

･管理職によるOJT (学級経営、教科指導、生徒指導、学年委員会経営、家庭との連携、家庭訪問等)

② サポートフォロ ･年長教師によるOJＴ

ー体制確立 ･研修への積極的な

参加

・管理職によるフォロ－(指導・助言)

・提出書類の添削や指導案づくりに管理職・ベテラン教師が関わる中で、資質向上のためのフォロ－を行う。

･ ベテラン教師は、若手教師の指導力育成の観点で、今以上に意図的な関わりを進める。 (特にベテラン教師による若手教師の授業参観、

学年主任による授業、朝の会、終わりの会への参入)
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No.４ 第１次緊急提言行動計画書
(赤穂市立赤穂中)学校

教師力の充実に関すること(生徒指導力、学級経営力、教育相談力の向上)

(1) 生徒指導を全校的な視点で実施する

項 目 取 組 ４月～７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

･基本的生活習 ◎「めざす生徒像」を生徒へ説明(７項目の努力目標)／全教職員による推進 ◎生徒･保護者ｱﾝｹ-ﾄ

① 学校組織を揚げ 慣と規範意識 ◎学校評価 ◎学校関係者評価

た取組 の向上

･課題分析と改 ◎ ◎生徒･保護者ｱﾝｹ-ﾄ→学校評価

善 生徒･保護者ｱｹ-ﾄの改訂 ◎生徒指導部会◎職員会議

･校区内巡回と 予防的観点に立った校区内巡回・校内巡回の更なる充実

校内巡回

･保健室の環境 ル－ル・マナ－の徹底

確保

・生徒や保護者の「安心や信頼」につながる生徒指導上の課題解決を図る。

・学校評価の参考資料としての、生徒・保護者アンケ－トの内容を一部見直し。学校評価とアンケ－ト比較による課題の明確化を図る。

・集団下校時や随時の校区内巡回指導、昼休時の校内巡回を強化し、予防的見地に立った適時性のある生徒指導を行う。

・良質な保健室環境を維持するため、保健室利用ル－ルとマナ－について適宜徹底を図る。

･学校､警察､育

成ｾﾝﾀ-連絡会 ◎防犯教室 ◎非行防止ﾊﾟﾚ-ﾄﾞ11/23ﾞ
② 他の関係機関等 ･地区育成月例会 ◎防煙・薬 毎年の開催を企画

との連携・ ･警察との連携 物乱用防 ◎学校サポ－トチ－ムへの個別相談

･保護司との連携 随時 止学習

･子育て健康課等 非行防止、触法行為防止の抑止力となる連携と、多くの見守りの中ですすめる生徒指導の展開(重要課題)

･地域サポ－ト

会議 ◎ 設立準備

③ 日常の情報交換 ・日常の情報 (生徒指導部会・学年会・職員会議／養護教諭報告／ｽｸ-ﾙｶｳﾝｾﾗ-との連携／ｽｸ-ﾙｶｳﾝｾﾗ-への養護教諭からの情報伝達[メ－ル])
と研修 交換

･登校確認の徹底 不登校(傾向)生徒の出席把握システムの運用、遅刻早退時刻の把握の徹底

･校種別感染症 毎日のｻ-ﾍﾞｲﾗﾝｽ結果を職員室掲示

の実態把握
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No.５ 第１次緊急提言行動計画書
(赤穂市立赤穂中）学校

(2) 生徒指導は管理強化や締め付けに頼るのではなく、児童生徒の気持ちの理解を基盤とする「開発的生徒指導」をめざす

項 目 取 組 ４月～７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

① 行動要因や背景を考え ･校内研修 ◎ ◎ ◎ ◎

た指導と心に入る指導 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 生徒指導提要(文科省) Ｑ-Ｕの紹介

生徒理解研修(講師招聘)

･傾聴姿勢 傾聴姿勢で生徒の内面理解 生徒・教師相互の信頼関係を基盤とした生徒指導の展開

・校長よる研修の実施(「生徒指導提要(文科省)」)

・教頭による研修の実施(「Ｑ-Ｕ」による学級集団づくり→授業づくり：紹介)

項 目 取 組 ４月～７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

② 保護者との協力・信頼 ･学級、学年通信 生徒の「輝き」を伝える通信と掲示

関係づくり ･作品掲示、学級掲示

･信頼関係の構築と保護 (家庭訪問＞電話連絡／５分間家庭訪問／“ほめる”を家庭へ／情報提供による啓発)

者の心情への寄り添い

･卒業生とのかかわり

(生徒指導教諭、養護教諭等)

・足を運ぶ家庭訪問

・保護者了解のもと、生徒と保護者に「安心と信頼」を運ぶ５分間家庭訪問

・生徒の「成長」を伝える情報伝達(家庭訪問、電話連絡の際に「成長の様子」を伝える)

③ 学校カウンセリングの ・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞﾏｲﾝﾄﾞ研修 ◎ ◎

充実
・生徒、保護者のｶｳﾝｾﾘ

ﾝｸﾞと職員連携ﾞ ◎スク－ルカウンセラ－活用のための

ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ件数８２件(４月～１０月) 保護者啓発文書

・スク－ルカウンセラ－の情報を活かした生徒理解・生徒指導

・スク－ルカウンセラ－を活用した学校会議(継続検討)

・スク－ルカウンセラ－の有効活用に向けた保護者へのさらなる啓発
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No.６ 第１次緊急提言行動計画書
(赤穂市立赤穂中）学校

(3) 学級や学年の仲間づくりに取り組む

項 目 取 組 ４月～７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

･生徒が主体となる学校 ◎歓迎遠足◎野外活動 ◎体育祭 ◎ﾄﾗｲやるｳｨ-ｸ ◎文化祭 ◎生徒会選挙

行事を通した仲間づく

① 児童生徒の居場所づく り(個を大切にした集団づくり)

り
・道徳の時間の焦点化

「思いやり・生命の尊重・いじめ」等の教材による道徳授業の焦点化

・生徒会活動への全教職

員の支援継続 ◎学校経営方針 学校行事における生徒会役割の重視(集団の質の向上、仲間づくり) ／生活課題への取り組み

・日常の教育相談活動の

強化

・｢いじめ｣ｱﾝｹ-ﾄと連動 ◎ｱﾝｹ-ﾄ→教育相談間 ◎ｱﾝｹ-ﾄ→教育相談週間 ◎ｱﾝｹ-ﾄ→教育相談週間

した教育相談の充実 ◎ｱﾝｹ-ﾄの改訂

・別室教室の充実 職員会議／別室教室の全時間教員配置／スク－ルカウンセラ－の対応

・子ども目線で考える ｱﾝｹ-ﾄ(居心地のいい学級・学校)

◎生徒への結果説明

・Ｑ－Ｕチェックの理解 ◎

と実践・活用による学 Ｑ-Ｕの紹介

級集団づくり

・最大の居場所である学級での日常の小さな不合理を看過しない。

・生徒が主体となる学級行事づくりの過程で、集団に埋もれがちな“個”や“違い”を大切にする。

・「声かけ」で生徒は寄ってくる。

・定期的な「教育相談(いじめアンケ－ト)」の積み重ねで、生徒自ら相談に向かう意欲を高める。

・日記指導や観察から把握できる生徒の小さな変化や不安を看過することなく、日常的な教育相談につなぐ。

・Ｑ-Ｕの手法を導入した、継続的な点検による学級づくり(平成２５年度取組)
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No.７ 第１次緊急提言行動計画書
(赤穂市立赤穂中）学校

児童生徒力と主体性の向上に関すること

○「いじめ・暴力追放」憲章の制定と児童生徒大会の開催

項 目 取 組 ４月～７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

･啓発 ◎全校集会 ◎全校集会 ◎全校集会 ◎全校集会

･心情の育成と主体性の 内容を焦点化した道徳学習

① 「いじめ・暴力追放」 醸成(道徳授業の実践)

《資料

のための憲章づくり ･思いやり ･人権尊重

･生命の尊厳 ･人権擁護(情報モラル)

･｢いじめ」

・標語づくり

(県ＰＴＡの「いじめ防止」標語に全校取組みで出品) ◎ ◎

出品 校内掲示

・「いじめ・暴力追放宣 ◎計画 ◎ｱﾝｹ-ﾄ ◎新旧生徒会役員選挙

言」の制定 [本年度中] (生徒会) (生徒会) 憲章 →生徒議会

↓
生徒大会(生徒総会)

◎憲章の校内掲示

と教室掲示

◎保護者等への配

付と協力依頼

･内容項目を特化した「道徳の時間」の学習の高まりと啓発

心情の育成→主体性の醸成→「憲章」づくり

･生徒会役員の意識の高揚とリ－ダ－シップ
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No.８ 第１次緊急提言行動計画書
(赤穂市立赤穂中）学校

インターネット・リテラシー教育に関すること

Ａ〔ネット社会の健全な利用法とルール学習の実施〕

○ 利便性と危険性を学習させる

項 目 取 組 ４月～７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

① 児童生徒に「情報モラ ･生徒、教師対象 ｲﾝﾀ－ ◎生徒・教師対象学習講演会(６０分篠原嘉一先生)

ル教材」を活用した学 ﾈｯﾄ学習講演会 (作文)

習
・情報モラル授業 (５月～６月)

(技術科) ◎３年生対象「携帯 ◎◎

安全教室：NTT」 情報モラル学習(３年：著作権、掲示板書込各１時間)

(各学級５時間)

･DVDを使った情報モ

ラル学習(全学年)

② 保護者に「情報モラル ・保護者・地域対象ｲﾝﾀ ◎保護者・地域対象講演学習会(篠原嘉一先生９０分)

教材」を活用した学習 -ﾈｯﾄ学習講演会(感想

文の収集) ◎PTA広報誌(保護者感想文掲載)

・地区懇談会資料(生徒 ◎ 配付

のｲﾝﾀ－ﾈｯﾄ利用ｱﾝｹ-ﾄ

る実態調査)

PTA/学校

･保護者の参加促進の検

討
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No.９ 第１次緊急提言行動計画書

（赤穂市立赤穂中）学校

Ｂ〔保護者の役割確認と大人自身のマナー向上〕
○ ネット・リテラシー学習と子どもの利用状況の把握

項 目 取 組 ４月～６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

・生徒のｲﾝﾀ-ﾈｯ利用状況 ◎提供

① 保護者の役割認識とネット 調査結果の提供と協力 (６月調査・１１月調査)

使用上の意識の向上 依頼

◎依頼

・家庭への啓発・協力依

頼文書の配付 〈６月調査〉 〈１１月調査〉

○携帯所持の有無 ○インタ－ネットサイトサ－ビスについて

○携帯使用料金とその負担者 ◇Facebook ◇Twitter

○ブログとツィッタ－について ◇Amebaピグ･ブログ

○書き込みについて ◇mixi ◇Line

○アメ－バ－ピグの利用 ◇Youtube等の動画サイト

○有料アメ－バ－ピグの利用 ◇その他

○動画サイトへの投稿について

○ゲ－ムサイトの利用

○利用したことがあるインタ－ネットサイトサ－ビスについて

〈保護者への依頼事項〉

「携帯電話、スマートホン等の使用は保護者責任で」

～子どもがネット上の人物に頼らない環境であることが大きな抑止力～

◇親による管理 ◇学校への持ち込み禁止 ◇家庭での使用上のル－ルづくり

◇子どもを守る親として、携帯やインタ－ネット利用の知識をもつ

◇誤った使用は、親が気づかない限り分からない（学校では発見できない）

◇「インタ－ネット学習会」への参加（人に任せず親が自分から行動）

◇トラブルに巻き込まれた時 →学校、赤穂市青少年育成センタ－、赤穂市消費生活センタ－等へ

◇犯罪に巻き込まれた時 →警察へ


